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(57)【要約】
【課題】低電圧で駆動可能でありかつ、広角に光ビーム
を走査できる小型の電気光学素子及び光ビーム偏向器を
提供する。
【解決手段】電気光学効果をもつ光学材料基板の両面か
ら電圧を印加することによって動作し、電気光学効果と
空間電界効果との組み合わせにより光偏向が可能となる
。結晶内部に発生する屈折率変化の分布を制御すること
により基板幅方向に光ビームを走査させる。これにより
低電圧で駆動し広角に光ビームを走査することが可能な
、コンパクトな電気光学素子及び光ビーム偏向器の提供
を実現できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気光学材料からなる基板と、該基板の両面に電極領域を形成し、該各電極領域間の電
気光学材料中を光が伝搬する電気光学素子において、
　前記光伝搬領域の屈折率が可変であることを特徴とする電気光学素子。
【請求項２】
　請求項１に記載の電気光学素子において、電気光学結晶の板厚を変える前記屈折率が可
変である構造は、前記基板の板厚を変えてなる構造であることを特徴とする電気光学素子
。
【請求項３】
　請求項２に記載の電気光学素子において、前記基板の板厚の変化率が漸次変化すること
を特徴とする電気光学素子。
【請求項４】
　請求項２に記載の電気光学素子において、前記基板の板厚が階段状に変化することを特
徴とする電気光学素子。
【請求項５】
　請求項１から４のいずれか１項に記載の電気光学素子において、前記屈折率が可変であ
る構造は、前記基板の密度を変えてなる構造であることを特徴とする電気光学素子。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか１項に記載の電気光学素子において、前記屈折率が可変であ
る構造は、前記基板の分極反転領域の密度を変えてなる構造であることを特徴とする電気
光学素子。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれか１項に記載の電気光学素子において、前記屈折率が可変であ
る構造は、前記電極領域の電気抵抗を変えてなる構造であることを特徴とする電気光学素
子。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の電気光学素子において、前記電極領域が微小穴
を有し、該微小穴の面密度が漸次変化することを特徴とする電気光学素子。
【請求項９】
　請求項１から７のいずれか１項に記載の電気光学素子において、前記電極領域が複数の
ストライプ形状の集合体から成り、該ストライプ形状の線幅が漸次変化することを特徴と
する電気光学素子。
【請求項１０】
　請求項８または９に記載の電気光学素子において、前記電極領域が少なくとも２種類の
導電性材料からなり、前記導電性材料の仕事関数が互いに異なることを特徴とする電気光
学素子。
【請求項１１】
　請求項７に記載の電気光学素子において、前記電極領域が導電性材料と電気抵抗体材料
との積層構造からなることを特徴とする電気光学素子。
【請求項１２】
　請求項１１に記載の電気光学素子において、前記電気抵抗体材料の厚さが漸次変化する
ことを特徴とする電気光学素子。
【請求項１３】
　請求項１１に記載の電気光学素子において、前記電気抵抗体材料の厚さが階段状に変化
することを特徴とする電気光学素子。
【請求項１４】
　請求項１から１３のいずれか１項記載の電気光学素子を用いたことを特徴とする光ビー
ム偏向器。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気光学結晶材料を用いた電気光学素子及び光ビーム偏向器に係り、特にレ
ーザプリンタ、レーザ走査顕微鏡、バーコードリーダー等のスキャナー部、光通信用スイ
ッチ素子に用いられる電気光学素子及び光ビーム偏向器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　入力信号に応じて光ビームを任意の角度に走査することが可能な電気光学素子は、様々
な用途、例えばレーザプリンタ、プロジェクタおよびディスプレイ等の映像機器、光通信
、光記録、光造形、各種センシングデバイス等を構成する際の基本素子である。
【０００３】
　電気光学素子に求められる性能として、広角に走査可能であること、高速に走査可能で
あること、低消費電力あるいは低電圧の入力信号で動作可能であること、小型であること
、耐衝撃性に優れること等が挙げられる。
　これまでに様々な電気光学素子が提案されているが、上記の要求を全て満足させること
はできていない。
　以下に現在電気光学素子として用いられている代表的な従来技術を述べる。
【０００４】
　光ビームを広角に走査可能な光偏向技術として、ポリゴンミラーやガルバノミラーを機
械的に駆動する方法がある。
　しかしながら、ミラーをモータ駆動により駆動させるため、動作速度が最大でも数百Ｈ
ｚと遅く、素子の小型化が困難であり、消費電力も大きいといった問題がある。
　また、ＭＥＭＳ(Micro Electro Mechanical Systems)技術により形成されたミラーを用
いると、素子の小型化および複数の素子の集積化は可能となるが、ＭＨｚ以上の高速な駆
動は困難であり、また機械的な強度に対する信頼性が低い。
【０００５】
　機械的な駆動部を持たない方式として、音響光学効果(ＡＯ(Acousto-Optic )効果)を利
用した光偏向素子がある。ＡＯ偏向器は数百ｋＨｚ程度の比較的高速で動作し、また高い
音響周波数により大きな偏向角を得ることができる。
　しかしながら、ＡＯ偏向器は超音波発生部分を持つため、素子の小型化は困難であり、
さらに数百ＭＨｚの弾性波励起信号を必要とするために駆動システムが複雑でかつ大きく
なることが避けられない。
【０００６】
　また高速に光ビームを走査することが可能な技術として、電気光学効果（ＥＯ(Electro
- Optic)効果）による光学材料の屈折率変化を利用した光偏向素子がある。例えばニオブ
酸リチウム(ＬｉＮｂＯ3：ＬＮ)やタンタル酸リチウム（ＬｉＴａＯ3：ＬＴ）等の電気光
学結晶基板表面にプリズム形状の電極を形成、あるいは電気光学結晶にプリズム形状など
の分極反転領域をパターニングし、電圧を印加することによって屈折率変化を起こすこと
でビームを偏向させる。
　例えば特許文献１では、この原理を利用し、プリズム状電極を複数設けたマルチビーム
対応の光スイッチ素子を報告している。
　しかしながら、一般的に電気光学効果による屈折率変化量は極めて小さいため、大きな
偏向角を得るためには素子のサイズも大きくする必要があり、さらには駆動電圧も大きく
する必要がある。
【０００７】
　以上の光偏向技術の他に、非特許文献１において、空間電荷制御電気伝導を利用したビ
ーム偏向素子が報告されている。これは電気光学結晶への電子注入により、電気光学効果
による屈折率変化に傾斜が生じ、広角な光偏向が生じる現象である。非特許文献１では、
大きなＥＯ効果を有するＫＴＮ結晶基板の上下面に金属電極を成膜し、電圧を印加するこ
とにより、基板の膜厚方向に全角１０°程度の大きなビーム偏向を実現している。
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　以下にこの空間電荷制御電気伝導を利用したビーム偏向素子の動作原理を図２２（ａ）
～（ｃ）を参照して説明する。
【０００８】
　図２２（ａ）は従来の電気光学素子を横から見た様子を表す図であり、電気光学素子は
電気光学結晶からなる基板の両面（図では上下の面）に電極となる金属薄膜を形成して構
成される。
　ここで、電極と結晶との接触をオーミック接触とすると、結晶内部に電子が注入される
。空間電荷効果とは、結晶内部に注入された電子によって陽極から発する電界が終端され
る効果であり。この効果によって電極間の電界が不均一になる。光学結晶内部に電子が注
入されたときの電界分布は式（１）で与えられる。
【０００９】
【数１】

【００１０】
　ここでＶは印加電圧を表し、ｄは結晶の厚さを表し、ｘは結晶の厚さ方向の座標を表す
（０≦ｘ≦ｄ）。したがって、図２２（ａ）に示した電気光学結晶内の電界分布は図２２
（ｂ）に示すように、結晶の厚さ方向に異なる値をもつ。電気光学結晶がカー効果による
屈折率変化を示す場合、結晶内部に電界が形成されたときの結晶の屈折率変化量Δｎは式
（２）で与えられる。
【００１１】
【数２】

【００１２】
　ｎ0は結晶の屈折率であり、ｓijはカー定数である。式（１）および式（２）より、空
間電荷効果によって生じる電気光学結晶内の屈折率変化量は図２２（ｃ）に示すような分
布を持つ。すなわち、正の電圧を印加した電極付近が最も屈折率が低く、反対の電極付近
の屈折率が最も高い。電圧を印加された結晶材料がカー効果によって屈折率変化する場合
、結晶の厚さ方向で屈折率は線形に変化する。
　ここで結晶の断面から光ビームを入力すると、光は屈折率の高い方向へ偏向しながら伝
搬する。相互作用長、すなわち屈折率分布をもつ結晶内を伝搬する長さをＬとすると、結
晶内部での偏向角θｉは次式（３）で与えられる。
【００１３】
【数３】

【００１４】
　さらに結晶から出射するときの偏向角θは偏向角が小さい場合にはスネルの法則より、
式（４）で与えられる。
【００１５】
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【数４】

【００１６】
　以上の原理から具体的に結晶内部における屈折率分布および、ビーム偏向角を計算した
例を示す。
　ここでは結晶の屈折率をｎ0＝２．２とし、カー定数をｓij＝１．０×１０-14ｍ2／Ｖ2

とし、結晶厚をｄ＝５００μｍとし、相互作用長をＬ＝５ｍｍとした。
【特許文献１】特開２００７-１１４４４６号公報
【非特許文献１】K. Nakamura、 et.al.、 “Wide-angle low-voltage electro-optic be
am deflection based on space-charge-controlled mode of electrical condition in K
Ta1-xNbxO3、” Applied Phys. Lett.、 89、 131115(2006)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１７】
　ここで、電圧印加によって生じる結晶内の屈折率変化の分布を図２３に示す。図２３に
おいて横軸は屈折率差を示し、縦軸は変位を示す。
　正の電圧印加によって負の屈折率変化が生じ、逆に負の電圧印加によって正の屈折率変
化が生じる。また印加電圧を大きくすることにより、結晶内部の屈折変化量も増大する。
　図２４（ａ）は電気光学素子の断面を示し、図２４（ｂ）は図２４（ａ）に示した電気
光学素子の印加電圧に対する出射ビームの偏向角およびビーム偏向に伴う膜厚方向のビー
ム位置の変移量、すなわち光ビームの入射位置と出射位置の膜厚方向の差を示している。
図２４（ｂ）において横軸は印加電圧を示し、左縦軸は偏向角度を示し、右縦軸は変位量
を示す。
　偏向角度は印加電圧の２乗に比例して増大し、理論的には±２００Ｖの電圧印加により
±１０°以上のビーム偏向が可能になる。ただし光ビームを結晶の厚さ方向の中央から入
射した場合、ビーム偏向に伴うビーム位置の変移量は、結晶厚の１/２以下、すなわちこ
の例では２５０μｍ以下であることが必要である。変移量が２５０μｍ以上になると、結
晶内部を伝搬した光が出射端面に至るより前に結晶の上下面において光ビームが反射して
しまう。
　結晶に印加可能な電圧量はこのビーム位置の変移量によって制限され、この例では±２
００Ｖ程度以下で素子を動作させることが必要になる。
【００１８】
　非特許文献１では、電気光学結晶としてＫＴＮ（ＫＴａl-xＮｂxＯ3）結晶を用い、オ
ーミック接触を達成するために電極材料としてＴｉを採用している。さらに動作温度をキ
ュリー温度に近づけることで大きな偏向角を得ている。また上記の空間電荷効果によるビ
ーム偏向はＫＴＮ特有の現象ではなく、大きな電気光学効果を有する材料であれば同様の
ビーム偏向が可能である。例えばニオブ酸ストロンチウムバリウム（ＳｒxＢａ1-xＮｂＯ

3：ＳＢＮ）結晶等は高い電気光学係数を持ち、空間電荷効果を利用した光偏向を構成す
るための電気光学材料として好適である。
【００１９】
　図２５はＳＢＮ（ｘ＝６１）にＴｉ電極を形成して電圧を印加し、ビーム偏向角を測定
した結果である。同図において横軸は印加電圧を示し、縦軸は偏向角度を示す。
　ここで結晶の厚さをｄ＝５００μｍとし、相互作用長をＬ＝７ｍｍとした。また動作温
度７５℃および８７℃としてそれぞれ印加電圧とビーム偏向角の関係をプロットした。
　ＳＢＮ（ｘ＝６１）はキュリー温度が８０℃であり、動作温度がキュリー温度以下の場
合、電気光学結晶はポッケルス効果によってその屈折率が変化する。このとき、結晶内の
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電界量と屈折率変化量との間には式（５）の関係がある。
【００２０】
【数５】

【００２１】
　ここでｒijはポッケルス係数である。また、ポッケルス効果と空間電荷効果とを組み合
わせた場合、電圧印加量に対してビーム偏向角はほぼ線形に変化することが理論的に導か
れるが、図２５に示したように７５℃で動作させた場合の実験結果も印加電圧が±５０Ｖ
以下程度の範囲では印加電圧に対してビーム偏向角は線形に変化している。
　またキュリー温度以上の動作温度ではビーム偏向角は電圧印加量の２乗に比例するが、
キュリー温度以上である８７℃で動作させた場合の測定結果もビーム偏向角は電圧印加量
の２乗にほぼ比例していることがわかる。また、いずれの動作温度についてもキュリー温
度に近い温度で動作させたため、±４°以上の大きなビーム偏向角が得られた。
【００２２】
　空間電荷制御電気伝導を利用したビーム偏向素子は、機械的な駆動部を持たないため、
ミラー駆動型およびＭＥＭＳ(Micro Electro Mechanical System)型と比較すると耐衝撃
性に優れ、高速動作が可能である。また固体光学結晶基板に電圧を印加するのみで動作可
能であるため、ＡＯ偏向器と比較して駆動システムを簡素化でき、さらにデバイス長が数
mm程度と小型であるにも係らず、偏向角を１０°程度まで大きくできるといった特徴を有
する。
【００２３】
　ただし、空間電荷制御電気伝導を利用したビーム偏向素子を駆動するためには数１００
Ｖ程度の高電圧の印加を必要とする。理論的には駆動電圧は式（１）から分かるように電
気光学結晶の厚さを薄くすることで低減できる。例として結晶の厚さを１００μｍとした
ときの電圧印加量とビーム偏向角の関係を見積もってみる。
　ここではカー効果と空間電荷とを組み合わせてビーム偏向が発生する場合を考え、結晶
の屈折率をｎ0＝２．２とし、カー定数をｓij＝１．０×１０-14ｍ2／Ｖ2とし、結晶厚を
ｄ＝１００μｍとし、相互作用長をＬ＝５ｍｍと仮定する。
【００２４】
　図２６に上記パラメータにおける印加電圧と偏向角およびビーム偏向に伴う膜厚方向の
ビーム位置の変移量との関係を示す。同図において、横軸は印加電圧を示し、縦軸は偏向
角度を示す。
　結晶の厚さが５００μｍである図２４の場合と比較して、８Ｖ程度の低電圧で±２°程
度の偏向角が得られる。ただし、電圧印加量が８Ｖを超えると、ビームの出射位置が膜厚
方向に５０μｍ以上すなわち結晶厚さの１／２以上移動してしまう。したがって８Ｖ以上
の電圧印加時は、出射端面に至るより前に結晶の上下面において光ビームが反射してしま
う。結果的として、結晶の厚さを薄くすることによって、低電圧での駆動は可能になるが
、結晶厚方向にビームの移動が生じるという理由により偏向角を大きなビーム偏向素子の
実現が困難となる。
【００２５】
　上述のように、空間電荷制御電気伝導を利用したビーム偏向素子において、低電圧駆動
と広角でのビーム走査との両立を可能にすることは困難であった。
【００２６】
　本発明では、これらの問題点を解決するためのものであり、低電圧で駆動可能でありか
つ、広角に光ビームを走査できる小型の電気光学素子及び光ビーム偏向器を提供すること
を目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００２７】
　上記課題を解決するため、本発明の請求項１に記載の発明は、電気光学材料からなる基
板と、該基板の両面に電極領域を形成し、該各電極領域間の電気光学材料中を光が伝搬す
る電気光学素子において、前記光伝搬領域の屈折率が可変であることを特徴とする。
【００２８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の電気光学素子において、電気光学結晶の板
厚を変える前記屈折率が可変である構造は、前記基板の板厚を変えてなる構造であること
を特徴とする。
【００２９】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の電気光学素子において、前記基板の板厚の
変化率が漸次変化することを特徴とする。
【００３０】
　請求項４に記載の発明は、請求項２に記載の電気光学素子において、前記基板の板厚が
階段状に変化することを特徴とする。
【００３１】
　請求項５に記載の発明は、請求項１から４のいずれか１項に記載の電気光学素子におい
て、前記屈折率が可変である構造は、前記基板の密度を変えてなる構造であることを特徴
とする。
【００３２】
　請求項６に記載の発明は、請求項１から５のいずれか１項に記載の電気光学素子におい
て、前記屈折率が可変である構造は、前記基板の分極反転領域の密度を変えてなる構造で
あることを特徴とする。
【００３３】
　請求項７に記載の発明は、請求項１から６のいずれか１項に記載の電気光学素子におい
て、前記屈折率が可変である構造は、前記電極領域の電気抵抗を変えてなる構造であるこ
とを特徴とする。
【００３４】
　請求項８に記載の発明は、請求項１から７のいずれか１項に記載の電気光学素子におい
て、前記電極領域が微小穴を有し、該微小穴の面密度が漸次変化することを特徴とする。
【００３５】
　請求項９に記載の発明は、請求項１から７のいずれか１項に記載の電気光学素子におい
て、前記電極領域が複数のストライプ形状の集合体から成り、該ストライプ形状の線幅が
漸次変化することを特徴とする。
【００３６】
　請求項１０に記載の発明は、請求項８または９に記載の電気光学素子において、前記電
極領域が少なくとも２種類の導電性材料からなり、前記導電性材料の仕事関数が互いに異
なることを特徴とする。
【００３７】
　請求項１１に記載の発明は、請求項７に記載の電気光学素子において、前記電極領域が
導電性材料と電気抵抗体材料との積層構造からなることを特徴とする。
【００３８】
　請求項１２に記載の発明は、請求項１１に記載の電気光学素子において、前記電気抵抗
体材料の厚さが漸次変化することを特徴とする。
【００３９】
　請求項１３に記載の発明は、請求項１１に記載の電気光学素子において、前記電気抵抗
体材料の厚さが階段状に変化することを特徴とする。
【００４０】
　請求項１４に記載の発明は、請求項１から１３のいずれか１項記載の電気光学素子を用
いた光ビーム偏向器であることを特徴とする。
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【発明の効果】
【００４１】
　本発明によれば、電気光学効果をもつ光学材料基板の両面から電圧を印加することによ
って動作し、電気光学効果と空間電界効果との組み合わせにより光偏向が可能となる。結
晶内部に発生する屈折率変化の分布を制御することにより基板幅方向に光ビームを走査さ
せる。これにより低電圧で駆動し広角に光ビームを走査することが可能な、コンパクトな
電気光学素子及び光ビーム偏向器の提供を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４２】
　以下に本発明に係る電気光学素子を用いた光偏向器の実施の形態について説明する。
〔第一の実施の形態（請求項１、２：楔型横方向偏向素子）〕
　本発明の第一の実施形態を図１を用いて説明する。
　図１（ａ）は本発明に係る電気光学素子を上面から見た図であり、図１（ｂ）は図１（
ａ）のIb－Ib線における電気光学素子の断面図を模式的に示した図である。
　電気光学素子は電気光学結晶基板０１０１の両面（図１（ｂ）の上表面および下表面）
にそれぞれ上部電極０１０２および下部電極０１０３を形成して成る。また、電気光学結
晶基板０１０１の板厚は電気光学結晶基板０１０１の幅方向で漸次変化させる。
　すなわち電気光学結晶基板０１０１は楔形状となっている。
【００４３】
　ここで電気光学結晶の電気光学定数（ＥＯ係数）が大きいほど、電気光学素子内を伝搬
した後のビーム偏向角を大きくすることができる。電極材料は結晶材料との接触がオーミ
ック接触となるように選択される。具体的には、光学結晶材料としてＫＩＮ（ＫＴａ1-x

ＮｂxＯ3）結晶やＳＢＮ（ＳｒＢａ1-xＮｂＯ3）結晶等が好適であり、オーミック接触を
実現するための電極材料としてＴｉやＣｒ等が好適である。これらの電極材料はスパッタ
や蒸着等により結晶面上に薄膜として形成できる。
　光学結晶材料を楔形状に加工することは例えば高精度な研磨加工技術等によって実現可
能である。
　図１（ａ）、（ｂ）では上部電極０１０２及び下部電極０１０３の寸法を電気光学結晶
０１０１よりやや小さく形成してある。これは上部電極０１０２―下部電極０１０３間に
印加した電圧によって電気光学結晶０１０１の側面に表面電流が発生することを抑制する
効果がある。
　特に電気光学結晶０１０１の厚さが薄い時には上部電極０１０２と下電極０１０３とが
短絡し易くなるため、両電極０１０２、０１０３の寸法を電気光学結晶０１０１より小さ
くしておくことが好ましい。
　具体的には、それぞれ電気光学結晶０１０１の四方を両電極０１０２、０１０３の大き
さより数百μｍ～１ｍｍ程度広くすれば十分である。
【００４４】
　上部電極０１０２および下部電極０１０３の間に電圧を印加することにより、電気光学
結晶０１０１の内部に電子が注入される。空間電荷効果と電気光学効果とが組み合わさり
、電圧印加により電気光学結晶０１０１の屈折率が変化する。
　ここで正の電圧を電気光学結晶０１０１に印加することで、負の屈折率変化が生じる。
上部電極０１０２と下部電極０１０３との間の距離が狭いほど電気光学結晶０１０１の内
部に形成される電界が大きくなるため屈折率変化量も大きくなる。
【００４５】
　電気光学結晶０１０１の厚さを図１（ｂ）に示すように変化させ、楔型の断面形状とな
るようにすると、Ib－Ib線上で電気光学結晶０１０１の厚さが異なるから、電気光学結晶
０１０１内に形成される屈折率変化量もIb－Ib線上で異なる。
　図１３（ａ）は図１（ｂ）に示した電気光学素子をｘｙ座標の第一象限に表示した図で
あり、図１３（ｂ）は図１（ｂ）のVII－VII線における屈折率変化量を表した図である。
図１３（ｂ）において横軸はｙ座標における位置を示し、縦軸は屈折率変化を示す。
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　ここで電気光学結晶０１０１の内部への電界形成によって生じる電気光学効果として２
次のカー効果を想定し、カー定数ｓij＝１．０×１０-14ｍ2／Ｖ2を仮定した。
【００４６】
　以降では、電気光学結晶の厚さ方向にｘ軸をとり、電気光学結晶の幅方向にｙ軸をとり
、光ビームの入射光軸に平行にｚ軸をとって説明する。
　電気光学結晶の下面での座標をｘ＝０とし、電気光学結晶に電界が形成される左端の座
標をｙ＝０とする。電気光学結晶の厚さが最も小さいところで１００μｍ（ｄmin）、最
も厚いところで５００μｍ（ｄmax）とした。電気光学結晶の幅をｗ＝５００μｍとし、
ｙ＝０～ｗの範囲においてｄminとｄmaxとの間は線形に変化するものとした。
　図１３はｘ＝８０μｍの線上における屈折率変化量を示したものである。電圧印加量を
パラメータとして５～２０Ｖまで変化させた。電圧印加量を大きくするほど屈折率変化量
の絶対値も大きくなり、またｙ座標が小さいほど電気光学結晶の厚さが相対的に小さいた
め、屈折率変化量の絶対値も大きくなることがわかる。
【００４７】
　図１３のような屈折率分布を持つ媒質に光ビームを入力することを考える。ｙ座標が大
きくなるほど、屈折率が大きくなるから、ｙ座標が小さいすなわち、電気光学結晶０１０
１の厚さが薄いところに光ビームを入力すると、相対的に屈折率の大きい方向（ｙ座標が
大きくなる方向）に光ビームは偏向しながら伝搬する。すなわち電気光学結晶０１０１の
基板の幅方向に水平な方向に光ビームが偏向する。Δｎがｙ座標に依存して変化するとき
、ビームの横方向への偏向角は式（６）で与えられる。
【００４８】

【数６】

【００４９】
　式（６）においてＬは相互作用長である。
【００５０】
　従来の空間電荷効果を利用した偏向素子においては、光ビームは電気光学結晶基板の厚
さ方向に偏向するため、電気光学結晶の厚さが制限され、低電圧駆動が難しい。これに対
して、上述のような横方向のビーム偏向では電気光学結晶厚さに対する制限が緩和され、
低電圧駆動が可能になる。
【００５１】
　図１４（ａ）は図１（ａ）に示した電気光学素子をｚｙ座標の第一象限に表示した図で
あり、図１４（ｂ）は上記の構造パラメータについて、印加電圧量に対する素子からビー
ムが出射する時の偏向角を表した図である。
　また図１４（ａ）には、偏向に伴うビーム位置の差Δｙも合わせて示してある。
　ここでビーム入射座標（ｘin、ｙin）は（８０μｍ、０μｍ）、すなわちｙ軸上では光
ビームは電界が印加される領域において最も結晶の厚さが薄いところから入射した。
　また相互作用長Ｌは４ｍｍとした。図１４より、２０Ｖ程度の比較的低い印加電圧によ
って８°程度の大きなビーム偏向角が得られることが分かる。またこのときビーム位置変
移量Δｙは２００μｍであり、基板の幅であるｗより十分小さいことが確認できる。
【００５２】
　光ビームの電気光学素子通過によるビーム偏向角をさらに大きくすることは、楔形の電
気光学結晶の厚さの差、すなわちｄmaxとｄminとの差を大きくし、さらに電気光学結晶の
幅ｗを小さくすることで可能となる。
　そこでもう一つの電気光学素子の寸法の例として、ｄmax＝５００μｍ、ｄmin＝４０μ
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ｍ、ｗ＝５００μｍ、Ｌ＝２．５ｍｍを仮定する。
　図１５は本発明に係る電気光学素子の印加電圧とビーム偏向角およびビーム位置の変位
量を表す図である。
　同図において横軸は印加電圧を示し、縦軸は偏向角度及び変位量を示す。
　２５Ｖ程度の電圧印加により２０°程度の大きなビーム偏向が可能となる。また広角に
ビーム光を走査した時であってもビーム変移量は電気光学結晶の幅より十分小さい。
【００５３】
　上記の例ではカー効果と空間電荷効果との組み合わせによるビーム偏向素子を示したが
、ポッケルス効果と空間電荷効果とを組み合わせても同様に横方向（電気光学素子の両電
極に平行な方向）に光ビームを走査する光偏向素子を実現することができる。
　図１６は本発明に係る電気光学素子の印加電圧とビーム偏向角およびビーム位置の変位
量を表す図である。
　ここで電気光学結晶基板の構造として、ｄmax＝５００μｍ、ｄmin＝４０μｍ、ｗ＝５
００μｍ、Ｌ＝４．０ｍｍを仮定した。また電気光学定数の値に関しては、図２５におけ
る７５℃での測定結果よりポッケルス係数ｒijは４０００ｐｍ／Ｖ程度と見積もられるた
め、図１６での計算でもｒij＝４０００ｐｍ／Ｖを仮定した。図１６より２５Ｖ程度の電
圧を印加することにより１５°以上の広角のビーム走査が可能となることが分かる。また
ビーム位置の変移量も電気光学結晶の幅ｗより小さく出来ることも確認できる。
【００５４】
〔第二の実施の形態（請求項１、３：楔形結晶の膜厚変化を曲線状にする）〕
　図２を参照して本発明の第二の実施形態について述べる。
　図２は本発明に係る電気光学素子の断面図を模式的に示した図であり、電気光学結晶０
２０１の両面（図では上表面および下表面）にそれぞれ上部電極０２０２および下部電極
０２０３を形成して成ることは図１に示した第一の実施形態と同様である。
　ただし図１（ｂ）においては電気光学結晶０１０１の厚さが直線状に変化しているのに
対し、図２では電気光学結晶０２０１の厚さが曲線（例えば、指数関数曲線）状に変化さ
せている点が異なる。言い換えると、本発明第一の実施形態では、電気光学結晶０１０１
の厚さの変化率が一定であるのに対して、第二の実施形態では電気光学結晶０２０１の厚
さの変化率が場所によって異なっていることに特徴がある。
【００５５】
　本発明に係る第一の実施形態により、低電圧印加によって広角のビーム走査が可能であ
ることを示したが、以下に示す課題も存在する。すなわち、光ビームの入射位置（ｙ座標
）が異なると、出射位置におけるビーム偏向角も異なるという問題点がある。
　図１７（ａ）は図２に示した電気光学素子の平面図をｘｙ座標の第一象限に表示した図
であり、図１７（ｂ）は光ビームの入射ｙ座標を変化させたときの出射位置におけるビー
ム偏向角を比較した結果を示す図である。図１７（ｂ）において横軸は印加電圧を示し、
縦軸は偏向角度を示す。
【００５６】
　ここで光偏向素子の構造は図１５の特性を得た際に用いた構造と同じであり、ｄmax＝
５００μｍ、ｄmin＝４０μｍ、ｗ＝５００μｍ、Ｌ＝２．５ｍｍである。ここで光ビー
ムの入射ｙ座標が０μｍ、１０μｍ、２０μｍであるときの偏向角を比較すると入射ｙ座
標が大きいほど偏向角が小さい。すなわち素子の偏向性能が光ビームの入射位置に依存す
る。
【００５７】
　この原因は以下の理由による。
　ビームが出射する際の偏向角は、結晶内部に発生する屈折率変化量に依存する。より厳
密には式（６）に示されるように、偏向角は屈折率変化量のy軸方向の微分の値に依存す
る。
【００５８】
　ここで楔形光学結晶内部における屈折率変化を計算した結果である図１３（ｂ）を見る
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と、ｙ座標が小さい領域での屈折率変化量が大きいことが分かる。したがって、ビーム偏
向の多くはｙ座標の値が小さい領域を光が伝搬することによって発生する。すなわち、出
来るだけｙ座標の小さい部分から光を入力することが、大きな偏向角を得るためには望ま
しい。
　またｙ座標が小さい領域では屈折率変化量の微分量も座標に大きく依存するから、入射
位置のずれに対して出射位置における偏向角の違いも大きくなる。
【００５９】
　ｙ軸方向の入射位置のずれに対してビーム偏向角が変化しないようにするためには、ｙ
方向の変化に対して屈折率変化量Δｎが線形に変化する必要がある。すなわち、ｄΔｎ／
ｄｙが一定の値になればよい。
　図２に示すように、電気光学結晶の厚さを曲線状に変化させることで、上記のようなΔ
ｎの変化率の制御が可能になる。
　図１８（ａ）、（ｂ）はその一例を示したものである。
　図１８（ａ）は図２に示した電気光学結晶の側面図をｘｙ座標の第一象限に表示した図
であり、図１８（ｂ）はｙ軸方向すなわち電気光学結晶の幅方向の変化に対する電気光学
結晶内部での屈折率変化量を示した図であり、印加電圧をパラメータにしてある。また図
１８（ｂ）にはｙ軸方向の変化に対する電気光学結晶の厚さも示してある。図１８（ｂ）
において横軸はｙ座標における位置を示し、縦軸は屈折率変化及び厚さを示す。
　ここで電気光学結晶の厚さはｙ＝０において最も薄い値（＝ｄmin）をとり、ｙ＝ｗに
おいて最も厚い値（＝ｄmax）となるが、その間の厚さは式（７）の関係で変化させた。
【００６０】

【数７】

【００６１】
　またここではカー効果と空間電荷効果とによって電気光学結晶内部に屈折変化が発した
場合を考え、カー定数ｓij＝１．０×１０-14ｍ2／Ｖ2を仮定した。その他の電気光学結
晶の寸法はｄmax＝５００μｍ、ｄmin＝４０μｍ、ｗ＝５００μｍを仮定した。また光ビ
ームの入射ｘ座標は２０μｍとした。
　図１８（ｂ）より、印加電圧量の増加に対して屈折率変化量も増加し、またｙ軸方向の
変化に対して電気光学結晶の屈折率も線形に変化していることがわかる。したがってこの
ときはｙ軸方向の入射位置のずれに対してビーム偏向角が変化せず、入射位置のトレラン
スが拡大することになる。
【００６２】
　図１９は本発明に係る電気光学素子の印加電圧とビーム偏向角およびビーム位置の変移
量との関係を示す図であり、上記で仮定したパラメータの値に加えて相互作用長Ｌを６ｍ
ｍとした。図１９において横軸は印加電圧を示し、縦軸は偏向角度を示す。
　２５Ｖ程度の電圧印加量で１５°程度の広角なビーム走査が可能であり、そのときのビ
ーム変移量Δｙも結晶幅ｗと比べて小さくできる。この結果より本発明の第二の実施形態
により、入射ビーム位置のずれに対してトレランスが広く、また低電圧駆動で広角にビー
ム走査が可能な光偏向素子が可能であることが示された。
　また、図２では光学結晶の上面のみを曲線状にして結晶厚を変化させているが、結晶の
下面のみや上下面両方に曲面を与えて結晶厚を変化させてもよい。
【００６３】
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〔第三の実施の形態（請求項４：楔形結晶の膜厚変化を階段状にする）〕
　図３に本発明の第三の実施形態を示す。
　図３は本発明に係る電気光学素子を用いた光偏向器の断面図を模式的に示したものであ
る。
　同図に示す光偏向器は、電気光学結晶０３０１の両面（図では上表面および下表面）に
それぞれ上部電極０３０２および下部電極０３０３を形成して成る。さらに、光学結晶０
３０１の厚さが電気光学結晶０３０１の幅方向に対して階段状に変化している。
【００６４】
　図２に示した電気光学結晶０２０１の板厚を曲線状に変化させる構造を実現するために
は高精度な加工技術が必要となる。そこでより加工を単純化するために、図３に示すよう
な階段状に電気光学結晶０３０１の厚さを変化させることが有効である。
　個々の段の幅を狭くすることで、局所的に見れば電気光学結晶０３０１は一定の厚さを
持つものの、電気光学素子全体で見れば電気光学結晶０３０１の厚が曲線状に変化してい
ることと等価になる。すなわち曲線状に電気光学結晶０３０１の厚さを変化させるのと同
様の効果を得ることができる。
【００６５】
　電気光学結晶０３０１の加工法の一例としては、基板厚が最も厚いところまでは、研磨
等で一様に電気光学結晶を薄板化加工した後、ドライエッチング技術により所望の厚さま
で電気光学結晶をエッチングする。エッチング時のマスクとして、フォトリソグラフィ等
でパターニングを施したレジストを用いることができ、さらにレジストの厚さを段階的に
変化させることでエッチング後の電気光学結晶０３０１の厚を変化させることができる。
【００６６】
〔第四の実施の形態（請求項５：光学結晶の密度を変える（微小パターンを施す））〕
　図４（ａ）、（ｂ）に本発明の第四の実施形態を示す。
　図４（ａ）は本発明に係る電気光学素子の断面図を模式的に示したものであり、図４（
ｂ）は図４（ａ）に示した第四の実施形態の変形例を示す断面図である。
　電気光学素子は、電気光学結晶０４０１の両面（図の上表面および下表面）にそれぞれ
上部電極４０２および下部電極０４０３を形成して成る。また電気光学結晶０４０１の中
に、電気光学結晶０４０１を厚さ方向に貫くように絶縁層０４０６を形成している。また
ここでは絶縁層０４０６の密度すなわち電気光学結晶０４０１の内部に含まれる絶縁層０
４０６の割合は電気光学素子の断面の電圧源０４０４側（図の左側）ほど大きく、電圧源
０４０４から離れるほど（図の右側に行くほど）小さくしている。
【００６７】
　絶縁層０４０６は絶縁層０４０６の内部に電界を形成したときの屈折率変化量が電気光
学結晶０４０１の屈折率変化量よりも小さい材料からなる。さらに絶縁層０４０６の屈折
率は電気光学結晶０４０１と比較的近いことが好ましく、具体的には五酸化二タンタル（
Ｔａ2Ｏ5）を高濃度にドープした石英ガラスや、窒化シリコン（ＳｉＮ）等の高屈折率ガ
ラスや高屈折率ポリマー等が好適である。
【００６８】
　図４（ａ）に示した構造において、上部電極０４０２－下部電極０４０３間に電圧源０
４０４から電圧を印加すると、電気光学結晶０４０１には電荷が注入され電界が形成され
ることにより、屈折率変化が生じる。これに対して、絶縁層０４０６には電圧が印加され
ても屈折率変化は生じない。
　この原因として、一つには電気光学結晶０４０１と比べて絶縁層０４０６の材料内部に
電荷が注入されにくくなることが考えられる。さらには仮に電荷が注入され、絶縁層０４
０６内部に電界が形成されたとしても、そのことによる屈折率変化量は電気光学結晶０４
０１の屈折率変化量と比べて極端に小さい。このため電気光学素子に電圧を印加した際、
絶縁層０４０６の割合が大きい領域では、絶縁層０４０６の割合が小さい領域に比べて相
対的に屈折率変化量が小さい。
【００６９】
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　図４（ａ）では電気光学素子の電圧源０４０４から離れるほど（図の右側の領域ほど）
絶縁層０４０６が多く含まれるから、電気光学結晶０４０１に負の屈折率変化を与えるよ
うに正の電圧を印加したときには、相対的に右側の領域の方が等価的な屈折率変化量の絶
対値が小さい。
　したがって電気光学素子の等価的な屈折率は図の左側の領域ほど小さく、図の右側に行
くほど大きくなる。
　ここで光ビームを等価的な屈折率の低い電気光学素子の断面の左側から入力すると、等
価的な屈折率の大きい右側の領域に向かって偏向しながら伝搬する。
【００７０】
　電気光学素子内部に作り出される屈折率分布は絶縁層０４０６の密度を調整することで
制御可能である。したがって、本発明の第二の実施の形態に示したような、電気光学結晶
の曲面に電圧を印加したときと同様な屈折率の分布も作り出すことができる。
【００７１】
　図４（ａ）に示した構成を実現する製作プロセスの一例を以下に述べる。
　始めに電気光学結晶０４０１の材料を研磨技術等により所望の厚さに加工する。低電圧
での駆動のためには、電気光学結晶０４０１の材料を薄くすることが好ましく、具体的に
は数十μｍ程度の結晶厚が好適である。その後ＲＩＥ(Reactive Ion Etching)、ＩＣＰ(I
nductivity Coupled Plasma)エッチング、ＮＬＤ(Neutral Loop Discharge)プラズマエッ
チング、集束イオン（ＦＩＢ(Focused Ion Beam)）エッチング等のドライエッチング技術
により結晶材料の一部を掘り抜く。次に掘り抜いた箇所を埋めるように絶縁層を成膜する
。絶縁膜の成膜には、高屈折率ガラス材料の場合にはスパッタやＣＶＤ(Chemical Vapor 
Deposition)等を用いることが好適であり、ポリマー材料の場合にディップコート等の成
膜が簡便である。最後に光学結晶材料の表面に成膜された絶縁材料を取り除く。これば素
子表面全体を研磨すればよい。以上のプロセスで製作した光学結晶と絶縁材料の混合基板
の上下表面に電極を成膜する。
【００７２】
　電気光学結晶０４０１の両面（図４（ｂ）の上表面および下表面）にそれぞれ上部電極
０４０２および下部電極０４０３を形成して成る。また、電気光学結晶０４０１の上表面
から一定の厚さまで微細な孔を設けてあり、その孔を電極材料で埋め込む。ここで必ずし
も孔の深さ全てを電極材料で埋め込む必要はなく、孔の表面を覆う程度の膜厚を成膜する
のみでも十分である。電気光学結晶０４０１の材料に微細孔を施す方法は図４（ａ）の構
造を製作する際と同様に、ドライエッチング技術により形成でき、電極材料の成膜には蒸
着やスパッタ、電解めっき等の成膜技術を用いることができる。
【００７３】
　図４（ｂ）に示した電気光学素子に電圧を印加すると、微小孔を形成した部分において
は、相対的に電気光学結晶０４０１の厚さが薄いため、形成される電界の強度が大きくな
る。したがってその箇所の屈折率変化量は大きい。図４（ｂ）では図の左側の領域ほど孔
の密度を大きくしているため、電気光学結晶０４０１に負の屈折率変化を与えるように正
の電圧を印加したときには、電気光学素子の等価的な屈折率は図の左側の領域ほど小さく
、右側に行くほど大きくなる。
　ここで光ビームを等価的な屈折率の低い電気光学素子断面の左側から入力すると、等価
的な屈折率の大きい右側の領域に向かって偏向しながら伝搬する。
【００７４】
　電気光学素子内部に作り出される屈折率分布は絶縁層０４０６の密度を調整することで
制御可能である。したがって、本発明の第二の実施形態に示したような、電気光学結晶の
曲面に電圧を印加したときと同様な屈折率の分布も作り出すことができる。
　図４（ｂ）では電気光学結晶０４０１の上面にのみパターンを施してあるが、電気光学
結晶０４０１の下面のみや上下面両方にパターンを施してもよい。
【００７５】
〔第五の実施の形態（請求項６：光学結晶に分極反転パターンを施す）〕
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　図５に本発明の第五の実施形態を示す。
　図５は本発明に係る電気光学素子の断面図を模式的に示した図である。
　電気光学素子は、電気光学結晶０５０１の両面（図５の上表面および下表面）にそれぞ
れ上部電極５０２および下部電極０５０３を形成して成る。また電気光学結晶０５０１の
中に、電気光学結晶０５０１の分極の方向が他の領域の逆である分極反転領域０５０６が
設けられている。また分極反転領域のデューティ比、すなわち電気光学結晶０５０１の内
部に含まれる分極反転領域の割合は電気光学素子の断面の電圧源０５０４側（図の左側）
ほど小さく、右側に行くほど大きい。
【００７６】
　分極反転を施した領域では、電圧印加に対する屈折率変化の符号が逆転する。すなわち
、正の電圧を印加したとき、通常は負の屈折率変化が生じるのに対して、分極反転領域に
おいては正の屈折率変化が生じる。また印加電圧が等しい時、その屈折率変化量の絶対値
は等しい。
　したがって分極反転領域をデューティ比１：１で形成すると、正負の屈折率変化がキャ
ンセルされるため等価的な屈折率変化量はゼロになる。図５に示した電気光学素子では、
図の左側の領域では分極反転領域が少なく、したがって正の電圧印加に対して負の屈折率
変化が生じる。これに対して図の右側の領域ほど、分極反転の領域が多いため、屈折率変
化量は小さく、右端では等価的な屈折率変化量はゼロになる。
【００７７】
　ここで光ビームを等価的な屈折率の低い電気光学素子断面の左側から入力すると、等価
的な屈折率の大きい右側の領域に向かって偏向しながら伝搬する。電圧を印加したときの
電気光学結晶０５０１の内部の等価的な屈折率は分極反転領域のデューティ比を調整する
ことで制御でき、したがって複雑な電気光学結晶０５０１の曲面に電圧を印加したときと
同様な屈折率の分布も作り出すことも可能である。
【００７８】
　具体的な分極反転領域の形成方法としては、ＬＮやＬＴを用いた擬似位相整合デバイス
において広く適用されている電界印加法を応用し、電圧印加用の電極幅を微細化して電界
を形成する方法の他、結晶表面に細く絞った電子ビームを直接照射することにより微細な
電極を形成する必要なくマイクロドメイン反転が可能となる電子ビーム分極反転法や、フ
ェムト秒レーザパルス照射によって局所的な分極反転領域を結晶に形成する方法等が考え
られる。
【００７９】
〔変形例（請求項７：電極材料の抵抗率が変化する）〕
　上述した本発明の第一の実施の形態から第五の実施の形態までの例では、いずれも電気
光学結晶基板に何らかの加工を施して、電気光学結晶内部に発生する屈折率変化を制御し
、電圧源に近い方の領域（各図の左側の領域）では相対的に屈折率が低く、電圧源から遠
い領域（右側の領域）では相対的に屈折率が大きい状態を作り出した。言い換えると電気
光学結晶の板厚や等価的な電気光学効果を制御することで屈折率分布を生じさせていた。
　ここで、電気光学結晶内部の屈折率分布を制御する方法として、上述の方法とは異なり
、印加電圧を電気光学結晶の場所に応じて変化させることが考えられる。例えば、屈折率
変化量を大きくしたい領域においては印加電圧を大きくし、逆に屈折率変化量を小さくし
たい領域においては印加電圧の印加量を小さくすればよい。
【００８０】
　図１９は電気光学結晶の幅方向に対して電気光学結晶内部の屈折率変化量を計算した一
例である。
　横軸に基板の幅方向の座標をｙ座標としてとり、縦軸として電気光学結晶内部に引き起
こされる屈折率変化量を左軸にとっている。また、右軸にはあるｙ座標における電圧印加
量を電気光学結晶に印加される最大の電圧Ｖmaxで規格化して取っている。ここでｙ座標
に依存して変化する印加電圧Ｖ（ｙ）は式（８）とした。
【００８１】
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【数８】

【００８２】
　また、ここではカー効果と空間電荷効果とによって電気光学結晶内部に屈折変化が発し
た場合を考え、カー定数ｓij＝１．０×１０-14ｍ2／Ｖ2を仮定した。その他の電気光学
結晶の寸法は結晶厚をｄ＝４０μｍ、結晶幅ｗ＝５００μｍを仮定した。また光ビームの
入射ｘ座標は２０μｍとした。図１９より、印加電圧量の増加に対して屈折率変化量も増
加し、またｙ軸方向の変化に対して電気光学結晶の屈折率も線形に変化していることがわ
かる。したがってこのときはｙ軸方向の入射位置のずれに対してビーム偏向角が変化せず
、入射位置のトレランスを拡大することができる。
【００８３】
　図２０は図２に示した電気光学素子の電気光学結晶の幅方向の屈折率変化及び印加電圧
との関係を示す図である。図２０において横軸はｙ座標の位置を示し、縦軸は屈折率変化
及び印加電圧を示す。
　最大印加電圧を１０Ｖ、２０Ｖ、３０Ｖと変化させることにより屈折率の変化率が急峻
になることが分かる。
【００８４】
　図２１は図２に示した電気光学素子の印加電圧とビーム偏向角およびビーム位置の変移
量の関係を示す図であり、上記で仮定したパラメータの値に加えて相互作用長Ｌを８ｍｍ
とした。２０Ｖ程度の電圧印加量で１５°程度の広角なビーム走査が可能であり、そのと
きのビーム変移量Δｙも結晶幅ｗと比べて小さくできる。
　以上のように、電圧印加量を電気光学結晶の幅方向で変化させることにより、入射ビー
ム位置のずれに対してトレランスが広く、また低電圧駆動で広角にビーム走査が可能な電
気光学素子が可能であることが示された。
　以下に、電気光学結晶内部に印加する電圧量を変化させる方法について述べる。
【００８５】
〔第六の実施の形態〕
　図６に本発明の第六の実施形態を示す。
　図６は本発明に係る電気光学素子の断面図を模式的に示した図である。
　電気光学素子は、電気光学結晶０６０１の両面（図の上表面および下表面）にそれぞれ
上部電極０６０２および下部電極０６０３を形成して成る。
　ここで、上部電極０６０２を形成する電極材料はある程度の電気抵抗値を有し、かつそ
の抵抗値が電気光学結晶０６０１の幅方向に変化している。電気抵抗の大きな部分では電
極内部を電流が通過する際に電圧が降下するため、例えば図６に示した電気光学素子にお
いて、電圧源０６０４から離れた領域（より右側の領域）ほど電気抵抗が大きくなるよう
な電極材料を形成すれば、電気光学結晶０６０１に印加される電圧はより右側の領域ほど
小さくなる。電気光学結晶０６０１に正の電圧を印加した場合、負の屈折率変化が発生す
るから、このときは右側の領域ほど相対的に屈折率が大きくなる。
　ここで光ビームを等価的に屈折率の低い電気光学素子の断面の左側から入力すると、等
価的に屈折率の大きい右側の領域に向かって偏向しながら伝搬する。
【００８６】
　電気抵抗の大小を制御する一例として、電極材料中に異種の材料をドープする方法があ
る。例えば、電気抵抗の小さい材料（抵抗率１Ωｃｍ以下、例えば、銅）で電極を形成し
た後、高い電気抵抗値を有する材料（抵抗率１ＧΩｃｍ以上、例えば、Ｓｉ）を右側の領
域ほど高濃度になるようにドープすることで、電極全体では右側の領域ほど電気抵抗が大
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きくなる。または電気抵抗値の大きさは同程度であっても、その温度依存性が異なる２種
類の電極材料を組み合わせてもよい。例えば温度依存性の小さな材料で電極を形成した後
、温度依存性の大きな材料を右側の領域ほど高濃度になるようにドープする。電気光学素
子の動作時には電極を一定の温度に加熱あるいは冷却することにより、電極の電気抵抗に
分布を持たせることが可能となる。
【００８７】
〔第七の実施の形態（請求項８：電極に微細パターンを施して等価的な電界形成量を制御
する）〕
　電気抵抗が場所によって異なることと同様の状態は一種類の電極材料によっても作り出
すことが可能である。
　図７（ａ）～（ｃ）は本発明に係る電気光学素子の第七の実施形態を示したものである
。図７（ａ）および図７（ｂ）は電気光学素子を上面からみたときの様子を示し、図７（
ｃ）は図７（ａ）および図７（ｂ）におけるVIIｃ－VIIｃ線での電気光学素子断面の様子
を模式的に表した図である。
　電気光学素子は電気光学結晶０７０１の両面（図７（ｃ）の上表面および下表面）にそ
れぞれ上部電極０７０２および下部電極０７０３を形成して成る。
　ここで上部電極０７０２には微細なパターンが形成され、そのパターンにおいては電気
光学結晶０７０１の表面に電極材料が存在しない。また微細パターンにおいて電気光学結
晶０７０１の表面に電極材料が存在しない領域の密度は電圧源０７０４から離れるほど（
図の右側の領域になるほど）大きい。この密度を変化させる例として、図７（ａ）では微
細な円孔パターンの配置密度を変化させ、図７（ｂ）ではパターンを形成する孔の径を変
化させている。図７（ａ）および図７（ｂ）では円孔パターンの例を示したが、電気光学
素子の領域に応じて電極材料が存在する領域の面密度が変化する限りにおいてパターンの
形状は任意である。
【００８８】
　ビーム偏向が発生する原因は、電極から電気光学結晶０７０１の内部に電荷が注入され
ることである。したがって、電気光学結晶０７０１の表面に電極が存在しない微細パター
ンにおいては電荷が注入されず、そのような領域では同じ電圧を印加した場合であっても
電気光学結晶０７０１の内部に形成される電界強度は小さくなる。
　したがって図７に示した電気光学素子においてはより右側の領域になるほど電荷の注入
量が減少し、電圧印加によって引き起こされる屈折率変化量は小さくなる。正の電圧を印
加した場合、負の屈折率変化が発生するから、右側の領域ほど相対的に屈折率が大きくな
り、ここで光ビームを等価的に屈折率の低い電気光学素子の断面の左側から入力すると、
等価的に屈折率の大きい右側の領域に向かって偏向しながら伝搬する。
【００８９】
〔第八の実施の形態（請求項９：電極にストライプパターンを施して等価的な電界形成量
を制御する）〕
　図８は本発明に係る電気光学素子の第八の実施形態を示したものである。
　図８は電気光学素子を上面からみた様子を模式的に表した図である。また、ここでは図
示しないが、電気光学素子の断面構造は図７（ｃ）に等しい。図７（ａ）～（ｃ）に示し
た第七の実施形態では電極に微細なパターンを付与したが、電極のパターンとして図８に
示すようなストライプ形状のものも有効である。このとき電極の幅が広いほど電荷の注入
量が多くなり、結果として電圧印加によって生じる屈折率変化量が大きくなる。
　したがって図８に示すように、ストライプ線幅の狭い右側の領域ほど屈折率変化量が小
さくなるため、正の電圧を印加したとき、右側の領域ほど屈折率が大きくなる。
　ここで光ビームを等価的に屈折率の低い電気光学素子の断面のストライプ間隔の短い側
（図の左側）から入力すると、等価的に屈折率の大きい右側の領域に向かって偏向しなが
ら伝搬する。
【００９０】
〔第九の実施の形態（請求項１０：電極材料が2種類以上の材料から成る）〕
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　図９（ａ）、（ｂ）は本発明の第九の実施形態を示す。
　本発明に係る電気光学素子を上面からみた様子を図９（ａ）に表し、またIXｂ－Ixｂ線
における断面構造を図９（ｂ）に模式的に表す。
　電気光学素子は電気光学結晶０９０１の一方の面（図９（ａ）の上表面）に第１の上部
電極０９０２および第２の上部電極０９０４が形成され、また電気光学結晶０９０１の他
方の面（図９（ａ）の下表面）に下部電極０９０５が形成されて成る。
　ここで第１の上部電極０９０２には微細なパターンが施され、さらに電気光学結晶０９
０１と第１の上部電極０９０２とを同時に覆うように第２の上部電極層０９０３が形成さ
れる。
【００９１】
　第七の実施形態で示したように、電極に微細なパターンを形成することにより、電気光
学結晶０９０１の内部に形成される電界の制御が可能となるが、微細パターンの形状によ
っては電極パターン同士が分断されてしまい、互いに等しい電圧を印加することが困難と
なる場合がある。例えば、微細パターンが円孔ではなく、円ドットとなる場合などが考え
られる。この場合、微細パターンを第２の上部電極０９０３で埋め込むことで、第２の上
部電極０９０３に電圧を印加すれば第１の上部電極０９０２を形成する微細パターン全体
に等しい電圧を印加させることができる。
【００９２】
　空間電荷効果を発生させるためには、電気光学結晶０９０１と電極材料とがオーミック
接触により接触していることが必要である。そのため、第１の上部電極０９０２と第２の
上部電極０９０３とで互いの仕事関数が異なるような電極材料を選択すれば、オーミック
接触となる領域がより多くの電荷が注入され、結果的にその領域の屈折率変化量が大きく
なる。例えば、図９（ａ）、（ｂ）において、第１の上部電極０９０２の材料として、電
気光学結晶０９０１とのオーミック接触を実現するようにＴｉやＣｒなどの仕事関数の大
きな電極材料を用い、かつ第２の上部電極０９０３の材料としてＡｕやＰｔ等の仕事関数
の小さな電極材料を用いる。このとき第２の上部電極０９０２の材料と電気光学結晶０９
０１とが接触する部分の大きな領域（図９（ｂ）の右側の領域）は、相対的に電荷の注入
量が小さいため屈折率変化量が小さくなる。
　したがって正の電圧を印加したとき、右側の領域ほど屈折率が大きくなる。
　ここで光ビームを等価的に屈折率の低い電気光学素子の断面の左側から入力すると、等
価的に屈折率の大きい右側の領域に向かって偏向しながら伝搬する。
【００９３】
　以上に示した図６から図９（ａ）、（ｂ）では全て上部電極にのみパターンを施してあ
るが、下部電極のみや上部電極及び下部電極の両電極にパターンを施してもよい。
【００９４】
〔第十の実施の形態（請求項１１：電極と光学結晶の間に抵抗体を挿入する）〕
　電気光学結晶の幅方向に異なる電圧量を印加する方法として、上部電極及び下部電極の
材料と電気光学結晶との間に電気抵抗体層を挿入することも有効である。
　図１０は本発明の第十の実施形態を示したものである。
　図１０は本発明に係る電気光学素子の断面構造を模式的に表した図である。
　電気光学素子は電気光学結晶１００１の一方の面（図の下表面）に下部電極１００３が
形成され、電気光学素子１００１の他方の面（図の上表面）には電気抵抗体１００６およ
び上部電極１００２が順次積層されて成る。
　ここで電気抵抗体１００６は電気光学結晶１００１の幅方向（図の横方向）にその電気
抵抗値が変化するものである。
【００９５】
　上部電極１００２－下部電極１００３間に電圧を印加したとき、電気光学結晶１００１
には電気抵抗体１００６を介して電圧が印加されるが、電気抵抗体１００６を電流が流れ
る際にその抵抗値に応じた電圧低下が生じる。
　例えば図１０において、電圧源１００４から離れるほど（図の右側の領域ほど）電気抵
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抗が大きいとすると、右側の領域ほど電気光学結晶１００１に印加される電圧は低くなる
。すなわち電気光学結晶１００１の内部に形成される電界は小さくなる。したがって電気
光学素子の右側の領域ほど相対的に電荷の注入量が小さいため屈折率変化量が小さくなる
。したがって電気光学素子に正の電圧を印加したとき、右側の領域ほど屈折率が大きくな
る。
　ここで光ビームを等価的に屈折率の低い電気光学素子の断面の左側から入力すると、等
価的に屈折率の大きい右側の領域に向かって偏向しながら伝搬する。
【００９６】
〔第十一の実施の形態（請求項１２：電極と光学結晶の間に挿入した抵抗体の厚さを変化
させる。）〕
　電気抵抗体を構成する材料が全ての領域で同一の抵抗率を有している場合でも上記と同
様の効果を得ることは可能である。
　図１１は本発明の第十一の実施形態を示す。
　図１１は本発明に係る電気光学素子の断面構造を模式的に表した図である。
　電気光学素子は電気光学結晶１１０１の一方の面（図の下表面）に下部電極１１０３が
形成され、電気光学結晶１１０１の他方の面（図の上表面）には電気抵抗体１１０６およ
び上部電極１１０２が順次積層されて成る。
　ここで電気抵抗体１１０６は電気光学結晶１１０１の幅方向（図の横方向）にその膜厚
が変化する。
【００９７】
　電気抵抗体１１０６の材料の電気抵抗率が一定であれば、その厚さが厚い部分ほど電気
抵抗が大きくなり、したがって電気光学結晶１１０１に印加される電圧は低くなり、電気
光学結晶１１０１内部に形成される電界は小さくなる。図１１では電圧源１１０４から離
れるほど（右側の領域ほど）電気抵抗体１１０６の層の厚さが厚くなっているため、右側
の領域ほど相対的に電荷の注入量が小さいため屈折率変化量が小さくなる。したがって、
電気光学素子に正の電圧を印加したとき、右側の領域ほど屈折率が大きくなる。ここで光
ビームを等価的に屈折率の低い電気光学素子の断面の左側から入力すると、等価的に屈折
率の大きい右側の領域に向かって偏向しながら伝搬する。
【００９８】
〔第十二の実施の形態（請求項１３：電極と光学結晶の間に挿入した抵抗体の厚さを階段
状に変化させる。）〕
　図１２は本発明の第十二の実施形態を示したものである。
　図１２は本発明に係る電気光学素子の断面構造を模式的に表した図である。
　電気光学素子は電気光学結晶１２０１の一方の面（図の下表面）に下部電極１２０３が
形成され、電気光学結晶１２０１の他方の面（図の上表面）には電気抵抗体１２０６およ
び上部電極１２０２が順次積層されて成る。
　ここで電気抵抗体１２０６は電気光学結晶１２０１の幅方向（図の横方向）にその膜厚
が階段状に変化する。
【００９９】
　第十一の実施形態において、電気光学結晶内部に形成される電界分布を高精度に制御す
るためには、電気抵抗体１２０６の膜厚を、図１１に示すような線形にではなく、より複
雑な曲線状に変化させることが必要になる。図１２に示すように電気抵抗体１２０６の層
の膜厚を細かく段階的に変化させることにより、等価的に曲線状に膜厚が変化する電気抵
抗体１１０６と同様の効果が期待できる。
【０１００】
　なお、上述した実施の形態は、本発明の好適な実施の形態の一例を示すものであり、本
発明はそれに限定されることなく、その要旨を逸脱しない範囲内において、種々変形実施
が可能である。
　例えば、上述した実施の形態では電気光学素子の場合について説明したが、電気光学素
子に光ビームを出射する光源（例えば、レーザ）を設けた光ビーム偏向器に適用してもよ
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い。
【図面の簡単な説明】
【０１０１】
【図１】（ａ）は本発明に係る電気光学素子を上面から見た図であり、（ｂ）は（ａ）の
Ib－Ib線における電気光学素子の断面図を模式的に示した図である。
【図２】本発明に係る電気光学素子の断面図を模式的に示した図である。
【図３】本発明に係る電気光学素子を用いた光偏向器の断面図を模式的に示したものであ
る。
【図４】（ａ）は本発明に係る電気光学素子の断面図を模式的に示したものであり、（ｂ
）は（ａ）に示した第四の実施形態の変形例を示す断面図である。
【図５】本発明に係る電気光学素子の断面図を模式的に示した図である。
【図６】本発明に係る電気光学素子の断面図を模式的に示した図である。
【図７】（ａ）および（ｂ）は電気光学素子を上面からみたときの様子を示し、（ｃ）は
（ａ）および（ｂ）におけるVIIｃ－VIIｃ線での電気光学素子断面の様子を模式的に表し
た図である。
【図８】電気光学素子を上面からみた様子を模式的に表した図である。
【図９】（ａ）は電気光学素子を上面からみた様子を表した図であり、（ｂ）は（ａ）の
IXｂ－Ixｂ線における断面構造を模式的に表す図である。
【図１０】本発明に係る電気光学素子の断面構造を模式的に表した図である。
【図１１】本発明に係る電気光学素子の断面構造を模式的に表した図である。
【図１２】本発明に係る電気光学素子の断面構造を模式的に表した図である。
【図１３】（ａ）は図１（ｂ）に示した電気光学素子をｘｙ座標の第一象限に表示した図
であり、（ｂ）は図１（ｂ）のVII－VII線における屈折率変化量を表した図である。
【図１４】（ａ）は図１（ａ）に示した電気光学素子をｚｙ座標の第一象限に表示した図
であり、図（ｂ）は上記の構造パラメータについて、印加電圧量に対する素子からビーム
が出射する時の偏向角を表した図である。
【図１５】本発明に係る電気光学素子の印加電圧とビーム偏向角およびビーム位置の変移
量を表す図である。
【図１６】本発明に係る電気光学素子の印加電圧とビーム偏向角およびビーム位置の変位
量を表す図である。
【図１７】（ａ）は図２に示した電気光学素子の平面図をｘｙ座標の第一象限に表示した
図であり、（ｂ）は光ビームの入射ｙ座標を変化させたときの出射位置におけるビーム偏
向角を比較した結果を示す図である。
【図１８】（ａ）は図２に示した電気光学結晶の側面図をｘｙ座標の第一象限に表示した
図であり、（ｂ）は電気光学結晶の幅方向の変化に対する電気光学結晶内部での屈折率変
化量を示した図である。
【図１９】本発明に係る電気光学素子の印加電圧とビーム偏向角およびビーム位置の変移
量との関係を示す図である。
【図２０】図２に示した電気光学素子の電気光学結晶の幅方向の屈折率変化及び印加電圧
との関係を示す図である。
【図２１】図２に示した電気光学素子の印加電圧とビーム偏向角およびビーム位置の変移
量の関係を示す図である。
【図２２】（ａ）は従来の電気光学素子を横から見た様子を表しており、（ｂ）は（ａ）
の電気光学結晶内の電界分布を示す図であり、（ｃ）は（ａ）の電気光学結晶内の屈折率
変化量の分布を示す図である。
【図２３】電圧印加によって生じる結晶内の屈折率変化の分布図である。
【図２４】（ａ）は電気光学素子の断面を示し（ｂ）は（ａ）に示した電気光学素子の印
加電圧に対する出射ビームの偏向角およびビーム偏向に伴う膜厚方向のビーム位置の変移
量を示す図である。
【図２５】ＳＢＮ（ｘ＝６１）にＴｉ電極を形成して電圧を印加し、ビーム偏向角を測定
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した結果を示す図である。
【図２６】印加電圧と偏向角およびビーム偏向に伴う膜厚方向のビーム位置の変移量との
関係を示す図である。
【符号の説明】
【０１０２】
　０１０１　　電気光学結晶
　０１０２　　上部電極
　０１０３　　下部電極
　０１０４　　電圧源
　０１０５　　光ビーム

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】 【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】 【図１７】
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【図１８】 【図１９】

【図２０】 【図２１】
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【図２２】 【図２３】

【図２４】 【図２５】
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